
投票区・投票所の見直し【地図】

 投票区の境界線

　　（見直し後）

　投票所（見直し後）

廃止する投票所

国道より南側に投票所（西南図書館）が確保

できたため、国道を境に投票区を分割

船場東地区に投票所（ＣＯＭ３号

館）が確保できたため、旧３３区を

分割し新設

投票所の間隔と投票区の境界線が著

しく偏っていたためバランスを調整

その他特段の説明を書いていない変更は、投票所までの距離

を短縮するため、隣接の投票区へ編入する地域です。
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を南北に分割

国道より南側に投票所（阪急オアシス）が確保で

きたため、国道を境に投票区を分割
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新設する投票所

 投票区の境界線

　  （見直し前）

旧１２区

から

⇒ 新１区

⇒ 新２区

１８区

⇒新３区

６区

⇒新４区

２０区

⇒新５区

１１区

⇒新６区

１５区

⇒新７区

５区

⇒新８区

７区

⇒新９区

３２区

⇒新１０区

４区

⇒新１１区

１２区

⇒新１２区

１９区

⇒新１３区

３区

⇒新１４区

２区

⇒新１５区

１区

⇒新１６区

２７区

⇒新１７区

２２区

⇒新１８区

１６区

⇒新１９区

２６区

⇒新２０区

８区

⇒新２１区

２３区

⇒新２３区

３３区

⇒新２４区

３３区

⇒新２５区

２９区

⇒新２７区

９区

⇒新２６区

２５区

⇒新２８区

３５区

⇒新２９区

１３区

⇒新３０区

１７区

⇒新２２区

３１区

⇒新３１区

３０区

⇒新３２区

２１区

⇒新３３区

３５区

⇒新３４区

２４区

⇒新３５区

１４区

⇒新３６区

２８区

⇒新３７区

３８区

⇒新３８区

箕面森町中央部に投票所を確

保できたため、投票所を変更

（箕面森町自治会館⇒箕面森

町地区センター）

○○区 「再付番前」の投票区番号

従前の投票区の番号は不規則に付番されわか

りにくかったため、今回の見直しに伴い投票区

番号を一定のルールに基づき「再付番」しました。

新○○区 「再付番後」の投票区番号

施行日：平成３１年１月８日


